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国土強靭化及び地方創生・生産性向上に資する 

高速交通インフラ整備の推進に関する提言 

 

現在、国においては、国土強靱化基本法に基づく基本計画及び年次計画に

よる、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会

の構築、まち・ひと・しごと創生長期ビジョンを踏まえた、創生総合戦略に

基づく人口減少克服・地方創生に向けた取組及び我が国経済の持続的な成長

を目指し、平成 28年を生産性革命元年と位置づけ、社会全体の生産性向上に

つなげる社会資本の整備・活用や関連産業に対し、「生産性革命プロジェク

ト」に基づく取組が進められている。 

一方、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応により、地域経済を

支える多くの業種が影響を受けている中、観光や製造業等広範囲にわたる業

種に波及効果をもたらす公共事業予算を、これまで以上に増額し早期に執行

することで、地域経済を下支えすることが肝要である。 

また、令和６年能登半島地震では、津波や土砂崩れ等により甚大な被害が

発生し、幹線道路が至る所で寸断され、沿道の多くの集落が孤立した。さら

に、能登半島地震からの復興に取り組んでいるさなか豪雨に見舞われ、水災

害や土砂災害が再び発生し複合災害となるなど、これまでの想定を超える被

害が発生している。近年激甚化・頻発化する豪雨・大雪や南海トラフ地震な

ど大規模災害が発生した場合、国土の分断を防ぎ、被災地への迅速な救急活

動や緊急物資輸送を可能とすることに加え、国全体の経済活動を維持・確保

することにあわせ、唯一の道路の被災により集落が孤立するなどの防災上脆

弱な地域への交通の代替性も確保するための広域的な交通ネットワークの形

成が必要である。 

加えて、2025年大阪・関西万博閉幕後も波及効果を持続的に発揮し、近畿

圏の成長基盤とするために、隅々まで円滑な移動が可能となるよう整備を進

めるとともに、高規格道路整備への投資を拡大し、広域的な高規格道路ネッ

トワークを形成することが必要である。 

特に、高規格道路ネットワークは、交流人口の拡大による地方へのひと・

もの・しごとの流れを作る地方創生の礎となり、物流効率化による経済損失

の解消など、生産性向上につながる重要な基盤となることから、高規格道路

の充実強化は重要である。 

さらに、高速鉄道ネットワークの整備については、平成 28年８月に閣議決

定された「未来への投資を実現する経済対策」において、「大都市がハブとな

って、地方と地方をつなぐ地方創生回廊をつくり上げる」「リニア中央新幹線

の計画を前倒し、整備新幹線の建設を加速化する」と位置づけられるととも

に、国土交通省の地方創生回廊中央駅構想では、新大阪駅をハブとする新幹



 

線ネットワークの構築により、「地方創生回廊」の実現に寄与することが期待

されている。 

国が進める「地方創生回廊」構想は、新幹線等の幹線鉄道ネットワークや

高規格道路ネットワークなどの高速交通ネットワークを活用し、北から南ま

で地方と地方を結び、全国を一つの経済圏に統合することで、人や産業を地

方に呼び込み、新たな雇用を創出する。 

そこで、高速交通インフラの整備による「広域的なリダンダンシーの確

保」や「国土の双眼構造」を早期に構築し、国土の強靱化を推進するととも

に、地方創生や生産性向上につながる次の施策を国策として推進することを

提言する。 

 

１ 高規格道路の未整備区間の早期解消  

いかなる大規模災害等が発生しようとも、人命を守り抜き、行政・社会・

経済機能を維持するとともに、東京圏の大都市部から地方へのひと・もの・

しごとの流れをつくり、魅力あふれる地方の創生や、厳しい国際競争に打ち

勝つ基盤整備が必要である。このため、近畿ブロック管内に依然として存在

する高規格道路の未整備区間を解消するよう、事業中区間の整備推進を図る

とともに、未事業化区間については早期に事業化すること。あわせて、周辺

ネットワークの状況や整備の経緯等を踏まえつつ、地域の意見を聴取した上

で、有料道路事業の有効活用や料金徴収期間の延長による財源の活用などに

より必要な財源を確保し、暫定２車線区間の早期４車線化、高規格道路と代

替機能を発揮する直轄国道等とのダブルネットワークの強化等を進め、災害

に強く安全で利用しやすい国土幹線道路ネットワークの実現に向け早期に整

備を図るとともに、三大都市圏をつなぐダブルネットワークの安定性・効率

性をさらに向上させる新名神高速道路の早期の６車線化を図ること。 

また、大都市圏環状道路等の整備加速に係る財政投融資の活用について

は、将来的な整備も含め関西圏の環状道路の新設等も対象となるよう検討す

ること。 

新名神高速道路、近畿自動車道紀勢線、中国横断自動車道姫路鳥取線、山陰

自動車道、中国横断自動車道岡山米子線、四国横断自動車道、四国縦貫自動

車道、中部縦貫自動車道、東海環状自動車道、京都縦貫自動車道、舞鶴若狭

自動車道、京奈和自動車道、北近畿豊岡自動車道、山陰近畿自動車道、伊勢

志摩連絡道路、名神名阪連絡道路、鈴鹿亀山道路、甲賀湖南道路、琵琶湖西

縦貫道路、淀川左岸線、名神湾岸連絡線、大阪湾岸道路西伸部、播磨臨海地

域道路、神戸西バイパス、東播丹波連絡道路、第二阪和国道、和歌山環状北

道路、京奈和関空連絡道路、五條新宮道路、阿南安芸自動車道、福井港丸岡

インター連絡道路、福井外環状道路、四日市インターアクセス道路、四日市

湾岸道路、奈良中部熊野道路、滋賀京都連絡道路 など 

 



 

２ リニア中央新幹線の全線早期開業  

リニア中央新幹線の整備は、東京・大阪間を直結することで初めてその機

能を十分に発揮し、効果を得ることができる事業であり、政府においても、

平成 28年度から平成 29年度にかけて、東海旅客鉄道株式会社に対し、総額

３兆円の財政融資資金の貸付を行い、全線開業時期の最大８年間前倒しが図

られたところである。さらには、令和元年６月に閣議決定された「経済財政

運営と改革の基本方針 2019（骨太の方針）」において、「建設主体が全線の

駅・ルートの公表に向けた準備を進められるよう、必要な連携、協力を行

う。また、新大阪駅について、リニア中央新幹線、北陸新幹線等との乗継利

便性の観点から、結節機能強化や容量制約の解消を図るため、民間プロジェ

クトの組成など事業スキームを検討し、新幹線ネットワークの充実を図る。」

と位置づけられた。加えて、「経済財政運営と改革の基本方針 2025（骨太の方

針）」においては、「財政投融資による支援を踏まえ、全線開業に係る現行の

想定時期の下、環境・水資源の状況等を厳格にモニタリングし、必要な指導

や技術的支援を行うとともに、沿線自治体と連携して、全線開業に向けた環

境整備を行う」ことが明記されたところである。 

リダンダンシーの構築とともに国土の強靱化を進め、整備効果を最大限発

揮させるためには、大阪までの早期開業が不可欠であることから、東京・名

古屋間については、工事実施計画に基づき着実に事業が進むよう、関係者間

の調整を円滑かつ迅速に進めること。また、同区間の進捗に関わらず、名古

屋・大阪間については、概略のルート及び駅位置の絞り込みに向けた準備を

連携・協力して進め、環境影響評価法に基づく計画段階環境配慮書の早期公

表を行うこと。そのうえで、詳細なルート及び駅位置を早期に確定するとと

もに、工事に早期に着手し、全線開業時期の最大８年前倒し（最速 2037 年）

を確実なものとすること。 

 

３ 高速鉄道網の整備に向けた調査の確実な実施 

令和７年６月の骨太の方針において、基本計画路線を含む幹線鉄道ネット

ワークに関し、「各地域の実情を踏まえ、地方創生 2.0 の実現にも資する幹線

鉄道の高機能化に関する調査や方向性も含めた検討など、更なる取組を進め

る」と明記されている。災害時におけるリダンダンシーの確保や、日本海国

土軸・太平洋新国土軸をはじめとする国土軸の形成、在来幹線鉄道の高速化

及び東京一極集中を是正する地方創生の観点から、全国新幹線鉄道整備法に

基づく基本計画に位置付けられたままとなっている四国新幹線、四国横断新

幹線、山陰新幹線、北陸・中京新幹線について、整備計画への格上げに必要

となる法定調査を早期に実施すること。併せて、関西国際空港への高速アク

セスの確保の早期実現を図ること。 

 

 



 

４ 高速交通インフラ整備に必要な予算確保 

令和６年能登半島地震などの大規模地震や、今夏各地を襲った豪雨による

災害などを踏まえ、頻発化・多様化・激甚化する災害に備えるとともに、人

流･物流の円滑な移動を確保するため、資材価格の高騰や賃金水準などの上昇

も加味した上で、本年６月に閣議決定された「第一次国土強靱化実施中期計

画」のもと、高規格道路の未整備区間の解消や暫定２車線区間の４車線化、

代替機能を発揮する直轄国道等とのダブルネットワーク化、重要物流道路の

整備等による幹線道路ネットワークの構築、さらには道路の安全・安心の確

保に向けた既設構造物の老朽化対策や機能強化などを推進するため、必要な

予算を通常予算とは別枠で確保した上で、令和７年度補正予算及び令和８年

度当初予算において必要額を確保すること。 
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